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所有船舶の役割と配船担当の業務について

船名 あおぞら かもめ ひばり

[港湾管理者・保安管理者として中心的な役割を担う業務]

港湾区域内の巡視業務 ◎ ◎ ◎

災害発生時の対応業務 ◎ ◎ ○

港湾関連の調査運航業務 ○ ○ ◎

港湾視察運航業務 ◎ ◎

[関係各機関と連携して取り組む業務]

油流出時の対応業務 ○ ◎ ◎

海難等事故発生時の対応
業務

○ ○ ○

(１) 港湾管理者の業務
港湾法により本市は、港湾管理者として、港湾区域及び港湾施設を良好

な状態に維持することが求められており、通常の港湾施設の維持管理に
加え、港湾区域内における次の業務を行う。

（ア）漂流物、廃船その他船舶航行に支障を及ぼすおそれがある物の除去
（イ）港湾区域内の水域の清掃
（ウ）排出油等による汚染の防除
●港湾法 第12条第2号

「通常時における３隻の巡視エリア」

(２) 国際港湾施設の埠頭・水域保安管理者の業務
改正SOLAS条約を受けて施行された国際船舶・港湾保安法により、埠頭・水

域保安管理者として、保安規程を定め、危害行為の防止や保安対策として措
置を講じている。
（ア） 陸域の制限区域

フェンスで囲い、センサー、監視カメラ、警備員により監視
（イ） 海域の制限区域

陸からの監視カメラ、警備員による監視に加え、海上からの巡視
●国際船舶・港湾保安法 第28条、第36条

(１) 川崎海上保安署 海上交通の安全確保、犯罪の予防及び取締り
(２) 川崎臨港警察署 犯罪の予防及び取締り
(３) 川崎臨港消防署 災害活動、救急活動
(４) 川崎税関支署 薬物銃器物品等に係る密輸出入の取締り
(５) 入国管理局横浜支局 来日外国人の入国・在留に係る認定等

１ 川崎市の役割について

２ 関係行政機関の役割について

３ 所有船舶の業務について
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船名 あおぞら かもめ ひばり

船体写真

基本仕様

建造 １９８２年（４０年経過）
総トン数 １２６．７７トン
船体寸法
長さ２４．５１m 幅６．２０m
定員５４名（船員４名 旅客５０名）

建造 ２０２１年（２年経過）
総トン数 １９トン
船体寸法
長さ１７．２０m 幅４．００m
定員２７名（船員２名 旅客２５名）

建造 １９７３年（４９年経過）
総トン数 ２０．９０トン
船体寸法
長さ１０．２０m 幅５．９８m
定員１３名（船員２名作業員１１名）

港湾管理者・保安管理
者が中心的な役割を
担う業務

港湾区域内の巡視業務 「通常時における３隻の巡視エリア」のとおり、港湾区域を３つのエリアに分けて３隻で巡視

災害発生時の対応業務 帰宅困難者の輸送・緊急物資の搬送 緊急物資の搬送

港湾関連の調査運航
業務

港湾施設に係る破損等の点検

双胴船で安定性の高い船型、広い
甲板
→ 各種港湾工事の水深測量・調査
業務

港湾視察運航業務
「あおぞら」５０名分・「かもめ」２５名分の座席
→ ポートセールス、港内視察において重要な役割

関係各機関と連携して
取り組む業務

油流出時の対応業務 航走による油の攪拌 航走及び放水装置による油の攪拌
オイルフェンス展張及び航走に
よる油の攪拌

海難等事故発生時の
対応業務

海上保安署・消防署等の指示に従って人命救助等の作業

＜令和3年度＞
船舶の維持・整備に要した費用

１９，９３６千円 ８８０千円 ８，６７３千円

４ 所有船舶の特徴等について

所有船舶の役割と配船担当の業務について
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（１） 公共係留施設の利用許可
公共係留施設背後の一般荷さばき地の利用調整や荷役形態を考慮
して船舶の船席（係留位置）の許可を行う。

５ 配船担当の業務について

（１） 入出港船舶の調整
総トン数１，０００トン以上のスケジュール作成及び変更

（２） 入港料の徴収
総トン数７００トン以上の船舶
港湾法第４４条の２、第２項
川崎市入港料条例

○ 閉庁時間におけるスケジュールの変更業務については、株式会社東洋
信号通信社へ委託している。

（３） 船舶を安全に係留させるための立ち会い業務
船舶の公共係留施設への離着岸時の事故防止や事故が発生した場
合に対応するため、係留位置へ誘導し、あらかじめ指定された位置
へ着岸されるのを確認する。

６ 船舶調整の業務について

７ 本市の考え方

（１） 本市所有の３隻の船舶については、それぞれの特徴を活かし、日頃から
関係行政機関と連携しながら港内巡視を行っている。また、ポートセールス
や港内視察などに利用されているほか、災害時においては、帰宅困難者の
輸送・緊急物資の搬送などの重要な役割を担うものであり、現行の体制及
びそれに伴う経費の支出は適正であると考えている。

（２） 配船担当の業務は、公共係留施設の利用許可、維持管理及び立ち会い
業務を主たる業務としており、公共施設であることから、施設利用者への公
平性が求められ、本市が担うべき業務と考えている。

（２）公共係留施設の維持管理
公共係留施設の点検や補修、不法係留船舶の確認、荷役方法に関す
る安全上必要な指導等を行う。

川崎港管理センター港営課配船担当の業務は、公共係留施設におけ
る入港船舶の船席（係留位置）を指定し使用許可すること、公共係留施
設の維持管理及び係船立ち会いが主たる業務となっている。

公共係留施設の位置図

川崎港管理センター港営課船舶調整担当の業務は、川崎港を航行する船
舶が安全かつ効率的に入出港できるよう航路時間の調整と変更、スケジュー
ルの作成、入港届の受理及び入港料の徴収を主たる業務としている。

所有船舶の役割と配船担当の業務について
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